
子供の性被害
（児童の性的搾取等）

※児童の性的搾取等とは、児童に対する性的搾取及びその助長行為をいう。

※ 児童に対する性的搾取とは、児童に対し、自己の性的好奇心を満たす目的又は自己若しくは第三者の利益を図る目的で、児童

買春、児童ポルノの製造その他の児童に性的な被害を与える犯罪行為をすること及び児童の性に着目した形態の営業を行う

ことにより児童福祉法第60条に該当する行為をすること並びにこれらに類する行為をすることをいう。

【児童買春事件等】検挙件数・検挙人員・被害児童数の推移

（件・人）

3,500 

被害児童数 検挙件数 検挙人員
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児童買春事件等（児童買春、淫行させる行為（児童福祉法違反）、みだらな性行為等（青少年保護育成条例違反））

の検挙件数・検挙人員は、近年増加傾向にあったが、平成30年は、前年比で減少した。

また、被害児童数は1,715人と、前年比で減少した。

資料１



【児童買春事件等】被害児童の学職別の割合

未就学 小学生 中学生 高校生 その他

児童買春（児童買春・児童ポルノ禁止法）

被害児童544人

25.6% 62.3% 12.1% 

0.6% 

淫行させる行為（児童福祉法）

被害児童167人

3.6% 29.9% 48.5% 17.4% 

0.5% 

みだらな性行為等（青少年保護育成条例）

被害児童1,004人

35.2% 53.9% 10.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
※ 構成比は、 小数点以下第２位で四捨五入しているため、 合計が必ずしも100%とは限らない。

学識別割合は、いずれの罪種も、昨年に引き続き高校生の被害が最多となった。



【児童ポルノ事件】検挙件数・検挙人員・被害児童数の推移

（件・人）

3,500 

被害児童数（人） 検挙件数（件） 検挙人員（人）

3,097 

3,000 

2,500 
2,413 

2,315 

2,097 

2,000 1,828       1,938 

1,500 

1,596      1,644

1,342      1,455                                                 1,483
1,268      1,252      1,380 

1,703 

1,531 

935 1,016 
1,000 926 

650 
1,313      1,216      1,276 

500 905 
646 746 

405 
614 600 531 

0 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

近年増加傾向にある検挙件数・検挙人員はそれぞれ3,097件、2,315人であり、いずれも過去最多を記録した前年を更

に上回った。 被害児童数は、 近年の増加傾向が平成29年に減少に転じたものの、 平成30年は前年比で増加した。



【児童ポルノ事件】態様別の検挙件数の推移

（件） 製造事件 提供・公然陳列事件 所持等事件
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平成30年の態様別の検挙件数では、製造事件が全体の５割弱を占めた。また、

所持等事件が前年比で大幅に増加（＋750件）した。



【児童ポルノ事件】 被害態様別（製造手段別）の割合

（人）

1,400 
児童が自らを撮影した画像に伴う被害 強制性交等・強制わいせつ等 児童買春・淫行行為（条例違反） 盗撮 その他

1,313

118 

1,276 
1,216 

1,200 185 

190 
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児童が自らを撮影した画像に伴う被害が約４割で最多となっており、近年の増加傾向が継続している。



【児童ポルノ事件】児童が自らを撮影した画像に伴う被害に遭った児童の推移

（人）

600 

小学生 中学生 高校生 その他

541 

10 

500 480

11 

515

12 

400 376

4 

247 

188 215 

300 270

4 

289

7 
147 

200 

207

5 109 
113 

108 253 259 239 

100 
205 

137 147 

88 

0 6 20 22 20 28 29 45 

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

平成30年における「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」に遭った児童は、前年比で増加した。
中学生は、前年比で減少したが、小学生及び高校生は、 引き続き、増加した。 「児童が自らを撮影した画像に伴う被

害」に遭った児童の学識別の割合では、 高校生が５割弱を占め、 中学生を含めると約９割を占める。



【ＳＮＳ】罪種別の被害児童数の推移

（人）

2,000 

重要犯罪 児童福祉法違反 児童ポルノ 児童買春 青少年保護育成条例違反 SNS合計

1,736      1,813      1,811 

1,652 

1,500 1,421 

1,293 662 
702 749 

1,136      1,239 699 

1,085     1,076 

1,000 
711 

678 

772 425 447 399 

727 637 596 359 

260 
500 226 

214 176 182 563 570 545 

234 

0 

101 

53 

21 

507 
358 

180 
341 

33 

40 

217 38 
17 

242 32 

24 
22
26 

54

38 

48 

39 
43

43 

33 

61 

27 

91 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

近年増加傾向にあったＳＮＳに起因する被害児童数は前年比で横ばい。



【ＳＮＳ】学職別の被害児童数の推移

（人）
小学生 中学生 高校生 その他
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被害児童を学職別で見ると５割強を占める高校生が引き続き増加した。



【ＳＮＳ】被害児童の状況

【学校における指導状況】有職者及び無職者を除いた被害児童
（人）

H30

(合計=1,658) 
50

3.0% 

823 
49.6% 

112    130 
6.8%   7.8% 
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こまめに指導を受けていた 時々、 指導を受けていた 指導を受けたことはない

不登校、怠学

【フィルタリングの利用状況】有無

わからない、 覚えていない
※ 構成比は、小数点以下第２位で四捨五入しているため、合計が必ずしも100%とは限らない。

（人）

H30

(合計=1,559) 
187 
12.0% 

1,264 
81.1% 

108 
6.9% 

利用していた 契約当時から利用なし
契約時は利用、被

害時には利用なし

H29

(合計=1,540) 
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8.4% 

1,296 
84.2% 

114 
7.4% 

0% 10%       20%       30%      40%       50%       60%       70%       80%       90%      100% 

・学校における指導状況は、約５割が「こまめに指導を受けていた」又は「時々、指導を受けていた」と回答。・ フィルタリン

グの利用状況は、 フィルタリングの利用の有無が判明した被害児童のうち、 約9割が被害時に利用していない。


